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本学のハラスメント防止・対策活
動の策定、相談体制の確立、事案
解決のための手続き等を定め、
防止・啓発を徹底することを目的
として、総長の下に設置されてい
ます。

ハラスメント防止・対策委員会

ハラスメント解決策の申立てごと
に、防止・対策委員会の下に発足
します。

ハラスメント審査委員会

⑤ 緊急・仮の措置

④ 事実関係の調査

⑥ 話し合いによる解決
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一人で悩まず

まずはご相談

ください。

専門相談員が

一緒に考えます。

相手への対処や

措置を希望する

場合、解決策の

申立てができます。

例：
クラス・ゼミ・履修
科目・指導教員の変更、
サークル活動の停止、
職場の環境改善等

ハラスメント相談から解決まで


